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研究要旨 

岩手県という地方過疎地においては、２次医療圏の基幹病院に直接来院していた。「24 時間体

制で tPA 治療が可能」の施設は少ないが、tPA 治療治療可能施設が必ずしも「24 時間体制」を

必要としなくなり、脳神経外科医が１００％勤務していることから tPA 症例は徐々に増加してきた。

現時点で、脳梗塞超急性期症例に対する診断機器としては整備は十分であるが、治療設備とし

ての SCU 等は多くの２次医療圏基幹病院でさらなる整備が必要である可能性がある。 

 

Ａ．研究目的 

脳梗塞超急性期医療の臨床指標を策定し、

本邦の大規模データベースから策定した臨床

指標を算出することで、地域の実状を考慮した

脳梗塞急性期医療の提供体制の整備に資す

る資料を提供する。具体的には、地方過疎地

（岩手県）における tPA 治療の現状と脳卒中医

療体制を検討する。 

 

Ｂ．研究方法 

岩手県全土の各２次医療圏ごとの急性期脳卒

中医療体制を調査する。次に、２次医療圏内

の脳卒中医療基幹病院への tPA 症例受診経

路を調査する。上記脳卒中医療基幹病院に

おける包括的脳卒中センターの必要用件の充

足度および充足未達成項目を調査する。これ

らの年次推移を調査する。 

（倫理面への配慮） 

個人情報の保護には万全を期し、臨床研究に

関する倫理指針および疫学研究に関する倫

理指針に諮る。 

 

Ｃ．研究結果 

通常の脳卒中急性期患者は、開業医あるいは

地域の病院から各２次医療圏の基幹病院、あ

るいは２次医療圏の基幹病院へ直接来院し、

重症例は岩手医科大学高度救急センターへ

搬送されていた。しかし、tPA 治療を要する患

者は 80%以上が２次医療圏の基幹病院へ直

接来院へ運ばれていた。開業医あるいは地域

の病院から各２次医療圏の基幹病院への搬送

は 20%未満であった。包括的脳卒中センター

の要件のうち、「24 時間体制で tPA 治療が可

能」、「24 時間体制で脳血管内治療が可能」、

「24 時間体制で脳外科手術が可能」は各２次

医療圏の基幹病院においてはそれぞれ、65%、

20%、55%であった（図１）。また、各２次医療圏

の基幹病院における SCU あるいは ICU の設

置は 20%、24 時間体制の CT, MRI, DSA は

70％以上、脳卒中専門医の常勤は 55％であ

った（図２）。また、各２次医療圏の基幹病院に

は脳神経外科医が常勤で勤務していた（図２）。

これらの年次推移はこの３年間で変化はない

が、tPA 症例の件数そのものは増加していた。 

 

Ｄ.考察 



－ 24 － 

岩手県という地方過疎地においては、tPA 適

応患者は開業医あるいは地域の病院からでは

なく、２次医療圏の基幹病院に直接来院して

いた。これは、基幹病院が２次医療圏内に１つ

しかないという特徴を表している。「24 時間体

制で tPA 治療が可能」の施設は 65%と低いが、

tPA 治療治療可能施設が必ずしも「24 時間体

制」を必要としないとなったため、脳神経外科

医が１００％勤務していることから tPA の施行症

例は今後とも増加するものと考える。現時点で、

脳梗塞超急性期症例に対する診断機器として

は整備は十分であるが、治療設備としての

SCU 等は多くの２次医療圏基幹病院でさらな

る整備が必要である可能性がある。 

 

Ｅ．結論 

岩手県全土の各２次医療圏ごとの急性期脳卒

中医療体制を調査した。次に、２次医療圏内

の脳卒中医療基幹病院への tPA 症例受診経

路を調査した。上記脳卒中医療基幹病院にお

ける包括的脳卒中センターの必要用件の充足

度および充足未達成項目を調査した。さらに、

それらの年次推移を検討した。 

 

Ｆ．研究発表 

１．論文発表 

なし 

２．学会発表 

なし 
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Ｇ．知的財産権の出願・登録状況 

（予定も含む） 

１，特許取得 

なし 

 

２．実用新案登録 

なし 

３．その他 

なし 
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